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奨学団体名

（奨学金名称）

2026

募集依頼人数

募集学年

募集学部・研究科

研究分野等

大学締切時期

給付 月額 貸与 無

授業料相当額支給

（採用時）一時金

併給
年齢制

限

就労制限
出身地

制限

その他応募条件

学部3年生（医学部医学科は5年生）

修士（博士前期）課程1年生

理系学部・研究科

奨学生募集要項（2026年度）

 

ユニ・チャーム共振財団

1名（全国で21名）

神戸大学推薦枠（A区分）

神戸大学推薦枠（Ａ区分）申請要項参照

無

40,000円

無

・他団体の奨学金との併給可

・給付期間は2年間を上限

・家計基準あり（概ね世帯年収500万円以下）

・大学から推薦された場合は、小論文（テーマ：共生社会実現への貢献：1,500字程度）を要提出

・採用された場合、財団主催の奨学生認定授与式、研修会等の行事に必ず参加できる者

併給可

―

無

無
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２０２６年度 公益財団法人ユニ・チャーム共振財団 奨学生募集要項 

 

1. 概要・条件 

(１)  公益財団法人ユニ・チャーム共振財団（以下「当財団」という。）は、大学または大学院に学ぶ学生等の

育英事業を行なうことにより、社会の発展に寄与することを目的として設立されました。 

(２)  当財団の奨学金に返還の義務はありません。また奨学金の給付を受けても、特定の会社への入社等の

付帯義務を負うものではありません。 

(３) 他団体の奨学金との併給も可能とします。 

 

2. 全体採用予定人数 

大学または大学院(修士課程・博士前期課程に限る)に在籍する学生合計２１名 

ただし奨学金応募資格のある者は、受給開始時において大学 3年生（６年制の学部は大学５年生）または大

学院 1年生の者に限る。 

 

3. 奨学金の給付月額、期間 

 給付月額 期間 

大学生（３年生） 

６年制の学部は５年生 

 

４０，０００円 

２０２６年４月より最長２０２８年３月まで 

(２年間を上限とする) 

大学院生（1年生） 

(修士課程・博士前期課程) 

 

４０，０００円 

２０２６年４月より最長２０２８年３月まで 

(２年間を上限とする) 

 

4. 応募資格（次の各項の条件すべてを満たす必要があります） 

（1） 当財団が指定する大学または大学院に在籍する学生（ただし受給開始時において、大学３年生、６年

制の学部は大学５年生、または大学院 1年生の者に限る） 

（2） 高い志を持ち、品行が正しく、学業が優れ、かつ、将来良識ある社会人としての活躍が期待できる者 

（3） 在学する大学または大学院の学部長、専攻長、指導教官等の推薦する者 

（4） 身体が健康である者（修学に十分耐えうる程度に健康であること） 

（5） 経済的な理由により修学が困難である者（概ね世帯収入 500万円以下であること） 

 

5. 提出書類等 

(１) 提出書類 

① 奨学生願書（別記様式第 1号）※書式に入力して提出してください。 

② 小論文 

テーマは「共生社会実現への貢献」とする。日本語（ワードで 1,500字程度、片面印刷） 

参考 URL：https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/message.html 

③ （提出は任意）大学または大学院の定める送付状・推薦状等の書類 

＊上記書類は、ホチキス留めせず、申請者ごとにクリップでまとめてご提出ください。 

 

(２) 提出期限 

２０２６年４月３０日（木）に書類一式が当財団に到着するようお願いいたします。 
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(３) 書類提出先・問合せ先 

公益財団法人ユニ・チャーム共振財団事務局（担当 岡内：おかうち） 

〒108-8575 東京都港区三田 3-5-19住友不動産東京三田ガーデンタワー ４２階 

メールアドレス unicharm@kyoshin-zaidan.or.jp 

＊当財団への書類の提出は、在学する大学または大学院の推薦する者に限り、大学または大学院を

通じて行うものとします。学生本人からの直接の問合せ・応募は受け付けておりません。 

 

6. 選考 

(１)  書類選考により、総合的に勘案し決定します。 

(２)  奨学生の合否は、７月上旬までに大学または大学院を通じて本人に連絡します。 

 

7. 奨学生の義務 

(１)  奨学生は毎年度終了後 1箇月以内に、学業成績表、在学証明書および生活状況報告書を理事長に

提出しなければならない。ただし、卒業時は在学証明書に代えて、卒業証明書を提出するものとする。 

(２)  奨学生に休学、復学、転学、留年、退学、停学（その他処分を含む）、氏名もしくは住所の変更、または

留学が生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。 

(３)  奨学生は、奨学金給付後においても、当財団が定める書類を所定の期日までに提出しなければなら

ない。 

(４)  成績不良、素行不良等、当財団の奨学金給付規程に定める事由に該当する場合は、翌年度以降の

奨学金給付を停止または廃止することがある。 

(５)  当財団が実施する式典、研修会その他の行事には、特段の事情がない限り参加しなければならない。 

(６)  奨学金給付期間終了後においても、近況報告等の依頼に対し、可能な限り協力するものとする。 

 

8. その他 

(１)  奨学生に決定した方に対しては、７月から奨学金の給付を行います。７月末に４・５・６月分を一括して

支給します。 

(２) 奨学金は３箇月毎に３箇月分を併せて振り込むこととします。 

(３)  応募書類は返却しません。 

(４)  募集要項に記載された内容以外は、当財団奨学金給付規程の定めに拠ります。 

(５)  奨学金は、奨学金給付合格者が指定する銀行口座に振り込みます。 

 

9. 個人情報に関する取り組み 

(１)  提供された個人情報は、「公益財団法人ユニ・チャーム共振財団個人情報保護に関する基本方針」に

従い適切に管理します。 

(２)  提供された個人情報は、当財団において、奨学金の給付、奨学生に対する指導助言、その他当財団

の目的を達成するために必要な範囲内で利用します。 

(３)  業務の遂行上必要な範囲で、提供された個人情報を外部の業務委託先に開示する場合があります。

この場合、当財団は当該業務委託先と個人情報の取扱いに関する取決めを行い、個人情報保護に万

全を期すよう努めます。 

(４)  提供された個人情報に関する確認、質問及び変更等については、下記窓口へお問合せください。 

 

公益財団法人ユニ・チャーム共振財団 事務局（担当 岡内） 

以上 
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